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【11 章】 届書の電子申請 

 

 1 届書の電子申請とは 

 

1.1 届書の電子申請の概要 

「届書の電子申請」サービスは、日本年金機構に提出する主要な届書を「ねんきんネット」の画面上で作成

し、電子申請するサービスです。本サービスを利用すると、以下の機能により、届書を作成できます。 

・ 基礎年金番号や生年月日など、基本情報の自動表示 

・ 入力した項目のエラーチェック 

 

※ 本サービスを使用するためにはマイナンバーカードが必要です。 

 また届書の電子申請にはマイナンバーカードに設定されている署名用電子証明書パスワード（英数字 

6 桁～16 桁）が必要となります。 

  パスワードを未設定またはお忘れの場合は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。 

 

- 本サービスで作成できる届書一覧 - 

手続き 届書の名称 届書が必要なとき 

年金を請求する方の

手続き 

年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢

給付） 

受給開始年齢に達し、老齢年金を受け取る権利が発生した方

が、年金を受け取るとき 

老齢年金請求書（特別支給の老齢厚生年金

受給者用） 

特別支給の老齢厚生年金（65 歳前の年金）を受け取ってい

た方が、引き続き 65 歳から年金を受け取るとき 

年金を受給している

方の手続き 

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 
受給している老齢年金から源泉徴収される所得税について、

各種控除を受けるとき 

年金生活者支援給付金請求書 
年金生活者支援給付金を受け取る権利が発生した方が、年金

生活者支援給付金を受け取るとき 

年金受取機関変更届 
年金を受け取っている方が、受取金融機関（口座）を変更す

るとき 

国民年金保険料に関

する手続き 

国民年金保険料口座振替納付（変更）申出

書、還付金振込方法（変更）申出書 
国民年金保険料を口座振替により納付するとき 

国民年金保険料口座振替辞退申出書 国民年金保険料の口座振替をやめるとき 
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1.2 お手続きの流れ 

「ねんきんネット」で届書を作成し、電子申請してください。 

なお、事前にマイナンバーカードを使用してマイナポータルにログインする必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

届書を電子申請する 

「ねんきんネット」から届書を電子申請する場合、

マイナポータルからのログインが必要です。 

電子申請にはマイナンバーカードが必要です。 

マイナポータルから 

ログインする 

※上記までは「マイナポータル」での操作となります。 

 本ガイドでは、以下の「ねんきんネット」での操作を 

説明します。 
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 2 操作の流れ 

2.1 届書を電子申請する（年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付）） 

年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付）は、以下の流れで作成できます。 
※ 画面イメージは、65 歳で老齢年金を受け取る権利が発生し、年金生活者支援給付金の支給要件

に該当する利用者を例とします。 

 

 

 

届書を電子申請するためには、マイナポータルから「ねんきんネット」へログインする必要があります。 

マイナポータルから「ねんきんネット」にログインした後、表示される「ねんきんネット」の画面に応じ 

て、以下のマニュアルの確認先のページから操作を開始してください。 

 

項番 マニュアルの確認先 

1 P.11 章-5 「ねんきんネット」（トップページ） 

2 P.11 章-6 「申請する届書を選択する」 

3 P.11 章-7 「老齢年金を請求する（注意事項）」 

4 P.11 章-7 「老齢年金を請求する（申請情報の入力再開）」 

 

  

「マイナポータル」 
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① 【届書を電子申請する】をタップ 

「届書を電子申請する」画面が表示されます。 

「届書を電子申請する」 

次ページへ 

② 【申請する届書を選択する】ボタンをタップ 

ご利用ガイド 3 章 基本操作・各種設定 

⇒この画面について詳しく知りたい場合は 

「ねんきんネット」 

「申請する届書を選択する」画面が表示されます。 
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「申請する届書を選択する」 

③ 老齢年金請求書（はじめて老齢年金を請求する場合）
の【届書を作成する】ボタンをタップ 

「老齢年金を請求する（注意事項）」画面が表示されます。 

次ページへ 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

11 章-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 画面に表示される老齢年金を請求する前の注意事項（電子申請
を利用できない方の説明や年金の受け取りに関する説明）を確
認し、問題がなければ、【次へ】ボタンをタップ 

「老齢年金を請求する（注意事項）」 

「老齢年金を請求する（事前確認）」画面が表示されます。 

次ページへ 

① 前回一時保存したデータを読み込んで 
入力を再開するか（【はい】ボタン）、 
新規で作成するか（【いいえ】）ボタン
を選択します。 

② 【次へ】ボタンをタップ 

※以前に「年金請求書」を作成・一時保存していた場合、 

「老齢年金を請求する（申請情報の入力再開）」画面が 

表示されます。 

【はい】を選択すると、 

前回の続きから入力を再開することができます。 

「はい」を選択した場合、「老齢
年金を請求する（基本情報確認・
登録）」画面が表示されます。 

次々ページへ 
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「老齢年金を請求する（基本情報確認・登録）」画面が表示されます。 

「老齢年金を請求する（事前確認）」 

次ページへ 

④ 画面に表示される事前確認事項にすべて回答します。 

⑤ 【次へ】ボタンをタップ 

※回答の途中でメッセージが表示された方は、メッセージの

案内にしたがってください。 

【これまでの年金の加入状況】ボタンをタップし
て、加入記録を確認してください。 
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「老齢年金を請求する（基本情報確認・登録）」 

⑥ 画面に表示される請求者の基本情報（基礎年金
番号、氏名等）の内容に誤りがないかを確認し
ます。 
基本情報を修正する場合は、修正したい項目の
「修正」ボタンを押し、修正後の情報を入力し
ます。 

次ページへ 

※「修正」ボタンを押した場合のイメージ 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

11 章-10 

 

 

 

 

 

「老齢年金を請求する（配偶者情報の確認）」画面が表示されます。 次ページへ 

【電話番号の追加入力】ボタン・【婚姻期間がある】ボタン・
【旧姓名の入力】ボタンをタップすると、入力欄が表示され
ます。 

⑧ 【次へ】ボタンをタップ 

【？】ボタンをタップすると各入力項目
の説明を参照できます。 

⑦ 電話番号を入力します。 
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「老齢年金を請求する（配偶者情報の確認）」 

※R7.1～R7.3 までの間は、質問事項への回答は不要です。 

（配偶者がいる方は電子申請をご利用になれません。） 

⑨ 画面に表示される質問項目にすべて回答します。 

「老齢年金を請求する（子情報の確認）」画面が表示されます。 次ページへ 

⑩ 【次へ】ボタンをタップ 
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「老齢年金を請求する（子情報の確認）」 

※R7.1～R7.3 までの間は、質問事項への回答は不要です。 

（18 歳以下（障害状態にある場合は 20 歳未満）の子がいる方

は電子申請をご利用になれません。） 

 

⑪ 画面に表示される質問項目にすべて回答します。 

⑫ 【次へ】ボタンをタップ 

「老齢年金を請求する（口座情報入力）」画面が表示されます。 

次ページへ 
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「老齢年金を請求する（口座情報入力）」 

※電子申請で年金の受取先に指定できる口座は「公金
受取口座」のみです。「公金受取口座」以外の口座で
年金の受け取りを希望する場合は、電子申請を利用
できません。 

 

【金融機関（ゆうちょ銀行を除く）】を選択した場合 
※【ゆうちょ銀行（郵便局）】を選択した場合は、 

次々ページから操作を再開してください。 

⑬ 年金を受け取る口座の情報（※）を入力します。 

次ページへ 
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⑭ 【金融機関名を検索する】ボタンをタップし、 
金融機関名・支店名の順に選択します。 

【選択】ボタンをタップ 

⑮ 公金受取口座の各項目を入力します。 

⑯ 【次へ】ボタンをタップ 

「年金生活者支援給付金を請求する」画面が表示されます。 
次々ページへ 

※支店名も同様 

【金融機関（ゆうちょ銀行を除く）】を選択した場合 

検索キーワードを入力し、
【検索】ボタンをタップ 
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⑰ 各項目に入力します。 

⑱ 【次へ】ボタンをタップ 

「年金生活者支援給付金を請求する」画面が表示されます。 

【ゆうちょ銀行（郵便局）】を選択した場合 
※【金融機関（ゆうちょ銀行を除く）】を選択した場合、 

次ページから操作を再開してください。 

次ページへ 
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「扶養親族等申告書を提出する」画面が表示されます。 

次ページへ 

⑲ 年金生活者支援給付金を請求するか、 
請求しないか選択します。 

⑳ 【次へ】ボタンをタップ 

「年金生活者支援給付金を請求する」 

年金生活者支援給付金の支給要件に該当していない利用者の方は、本画面は表示されません。 

次ページから操作を再開してください。 
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【提出する】を選択した場合 
※【提出しない】を選択した場合、次々ページから操作を再開してください。 

「扶養親族等申告書を提出する」 

㉑ 扶養親族等申告書を提出するか、 
提出しないか選択します。 

次ページへ 
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  「老齢年金を請求する（申請内容確認）」画面が表示されます。 次ページへ 

㉓ 【次へ】ボタンをタップ 

㉒ 【＋】ボタンをタップして 
受給者情報・配偶者情報・扶養親族 
を入力します。 

※R7.1～R7.3 までの間は、配偶者情報の入力ができません。 

（配偶者がいる方は電子申請をご利用になれません。） 
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「電子署名の付与」画面が表示されます。 

「老齢年金を請求する（申請内容確認）」 

㉔ 【電子署名を付与して申請する】ボタンをタップ 

各表の下にあるボタンをタップすると、 
内容を修正することができます。 

次ページへ 

申請は誕生日の前日からとなります。 
前日より前の場合は入力内容を一時保存していただき、 
誕生日の前日以降、一時保存データを読み込んで 
申請を再開してください。 
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「電子署名の付与」 

「マイナポータル パスワード入力（電子署名付与）」画面が 
表示されます。 

㉕ マイナンバーカードを準備し 
【電子署名を付与する】ボタンをタップ 

次ページへ 
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「マイナポータル パスワード入力（電子署名付与）」 

（画面イメージは iphone を使用した場合を例とします） 

㉗ 【次へ】ボタンをタップ 

「マイナポータル マイナンバーカード読み取り（電子署名付与）」 
画面が表示されます。 

次ページへ 

㉖ 署名用電子証明書パスワードを入力します。 
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「マイナポータル マイナンバーカード読み取り（電子署名付与）」 

㉘ 画面の指示に従いマイナンバーカードをセットし、 
【読み取り開始】ボタンをタップ 

「老齢年金を請求する（完了）」画面が表示されます。 

次ページへ 
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「老齢年金を請求する（完了）」 
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2.2 届書を電子申請する（老齢年金請求書（特別支給の老齢厚生年金受給者用）） 

老齢年金請求書（特別支給の老齢厚生年金受給者用）は、以下の流れで作成できます。 

 

 

 

届書を電子申請するためには、マイナポータルから「ねんきんネット」へログインする必要があります。 

マイナポータルから「ねんきんネット」にログインした後、表示される「ねんきんネット」の画面に応じ 

て、以下のマニュアルの確認先のページから操作を開始してください。 

 

項番 マニュアルの確認先 

1 P.11 章-25 「ねんきんネット」（トップページ） 

2 P.11 章-27 「申請する届書を選択する」 

3 P.11 章-28 「老齢年金を請求する（注意事項）」 

4 P.11 章-29 「老齢年金を請求する（申請情報の入力再開）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「マイナポータル」 
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「ねんきんネット」 

① 【届書を電子申請する】をタップ 

「届書を電子申請する」画面が表示されます。 

次ページへ 

⇒この画面について詳しく知りたい場合は 

ご利用ガイド 3 章 基本操作・各種設定 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

11 章-26 

 

 

 

 

「届書を電子申請する」 

② 【申請する届書を選択する】ボタンをタップ 

「申請する届書を選択する」画面が表示されます。 

次ページへ 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

11 章-27 

 

 

 

 

 

 

「申請する届書を選択する」 

「老齢年金を請求する（注意事項）」画面が表示されます。 

次ページへ 

③ 老齢年金請求書（65 歳前から老齢年金を
受け取っていた場合）の【届書を作成す
る】ボタンをタップ 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-28 

 

 

 

 

 

 

 

  

「老齢年金を請求する（注意事項）」 

「老齢年金を請求する（事前確認）」画面が表示されます。 

次ページへ 

④ 画面に表示される老齢年金を請求する
前の注意事項（電子申請を利用できな
い方の説明や年金の受け取りに関する
説明）を確認し、問題がなければ、
【次へ】ボタンをタップ 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 前回一時保存したデータを読み込んで入力を再
開するか（【はい】ボタン）、新規で作成するか
（【いいえ】ボタン）を選択します。 

② 【次へ】ボタンをタップ 

※以前に「年金請求書」を作成・一時保存していた場合、 

「老齢年金を請求する（申請情報の入力再開）」画面が表示されます。 

【はい】を選択すると、前回の続きから入力を再開することができます。 

「はい」を選択した場合、「老齢年金を請求する（事前確認）」
画面が表示されます。 

次ページへ 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

「老齢年金を請求する（事前確認）」 

「老齢年金を請求する（繰下げ請求の注意事項）」画面が表示されます。 
※老齢基礎年金・老齢厚生年金のいずれも繰下げができない方には表示 
 されません。「老齢年金を請求する（基本情報確認・登録）」の画面か 
 ら操作を再開してください。 

次ページへ 

⑥ 【次へ】ボタンをタップ 

※回答の途中でメッセージが表示された方は、

メッセージの案内にしたがってください。 

 

 

P.11 章-33 「老齢年金を請求する（基本情報確認・登録）」へ 

⑤ 画面に表示される事前確認事項にすべて回答します。 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-31 

 

 

 

 

 

 

  

「老齢年金を請求する（繰下げ請求の注意事項）」 

「老齢年金を請求する（繰下げ請求の確認）」画面が表示されます。 

次ページへ 

⑦ 画面に表示される繰下げ請求の注意事項を
確認し、問題がなければ、【次へ】ボタン
をタップ 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-32 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「老齢年金を請求する（繰下げ請求の確認）」 

選択した受け取り方法に応じた、受給イメ
ージが表示されます。 

「＞年金見込額を試算する」をタップする
と、繰下げ請求した場合の年金見込額を試
算できます。 

ご利用ガイド 5 章 年金見込額の試算 

⇒この画面について詳しく知りたい場合は 

⑨ 【次へ】ボタンをタップ 

「老齢年金を請求する（基本情報確認・登録）」画面が表示されます。 

次ページへ 

⑧ ご希望の受け取り方法を選択します。 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-33 

 
 

 

 

 

 

 

 

「老齢年金を請求する（基本情報確認・登録）」 

※変更が必要な場合には、「＞ねんきんダイヤル」ま

たは「＞お近くの年金事務所等」をタップして、お

問い合わせの上で、郵送でお送りしている年金請求

書（はがき）にてお手続きください。 

次ページへ 

⑩ 表示されている基本情報に変更がないか確認
します。 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-34 

 

 

 

 

 

  

「老齢年金を請求する（申請内容確認）」画面が表示されます。 

次ページへ 

⑪ 電話番号を入力します。 
 

⑭ 【次へ】ボタンをタップ 

⑬ ⑫で内容に変更がないことを確認後、 
引き続き生計維持関係がある場合は、
チェックを入れます。 

※特別支給の老齢厚生年金（65 歳前の年金）の請求

時に、生計維持関係がある配偶者または子（加給年金

額対象者）についてお届けいただいた方のみ情報を表

示します。 

⑫ 表示されている加給年金額対象者の内
容に変更がないか確認します。 

 

※変更が必要な場合には、「＞ねんきんダイヤル」ま

たは「＞お近くの年金事務所等」をタップし、お問

い合わせの上で、郵送でお送りしている年金請求書

（はがき）にてお手続きください。 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-35 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「電子署名の付与」画面が表示されます。 

「老齢年金を請求する（申請内容確認）」 

⑮ 【電子署名を付与して申請する】ボタン 
をタップ 

各表の下にあるボタンをタップすると、 
内容を修正することができます。 

次ページへ 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-36 

 

 

 

  

 

 

 

「マイナポータル パスワード入力（電子署名付与）」画面が 
表示されます。 

「電子署名の付与」 

⑯ マイナンバーカードを準備し 
【電子署名を付与する】ボタンをタップ 

次ページへ 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「マイナポータル パスワード入力（電子署名付与）」 

（画面イメージは iphone を使用した場合を例とします） 

⑱ 【次へ】ボタンをタップ 

「マイナポータル マイナンバーカード読み取り（電子署名付与）」 
画面が表示されます。 

次ページへ 

⑰ 署名用電子証明書パスワードを入力 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-38 

 

 

 

 

 

「マイナポータル マイナンバーカード読み取り（電子署名付与）」 

⑲ 画面の指示に従いマイナンバーカードをセットし、 
【読み取り開始】ボタンをタップ 

「老齢年金を請求する（完了）」画面が表示されます。 

次ページへ 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-39 

 

 

 「老齢年金を請求する（完了）」 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

11 章-40 

2.3 届書を電子申請する（公的年金等の受給者の扶養親族等申告書） 

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書は、以下の流れで作成できます。 
※ 画面イメージは、前年に「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を申請した利用者を例とし

ます。 

 

 

 

届書を電子申請するためには、マイナポータルから「ねんきんネット」へログインする必要があります。 

マイナポータルから「ねんきんネット」にログインした後、表示される「ねんきんネット」の画面に応じ 

て、以下のマニュアルの確認先のページから操作を開始してください。 

 

項番 マニュアルの確認先 

1 P.11 章-41 「ねんきんネット」（トップページ） 

2 P.11 章-43 「申請する届書を選択する」 

3 P.11 章-44 「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を作成する（年金の選択）」 

 

 

 

 

「マイナポータル」 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

11 章-41 

 

 

 

 

「ねんきんネット」 

①【届書を電子申請する】をタップ 

「届書を電子申請する」画面が表示されます。 

次ページへ 

⇒この画面について詳しく知りたい場合は 

ご利用ガイド 3 章 基本操作・各種設定 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

11 章-42 

 

 

 

 

「届書を電子申請する」 

② 【申請する届書を選択する】ボタンをタップ 

「申請する届書を選択する」画面が表示されます。 

次ページへ 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

11 章-43 

 

 

 

  

 

 

 

「申請する届書を選択する」 

「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を作成する」画面が 
表示されます。 

次ページへ 

③ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の
【届書を作成する】ボタンをタップ 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-44 

 

 

 

  

 

 

④ 申請を行う対象を選択 

⑤ 【作成する】ボタンをタップ 

「申告書の作成」画面に、前年の申告内容が表示されます。 
（前年に「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を申請した利用者
のみ） 

「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を作成する（年金の選択）」 

次ページへ 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-45 

 

 

 

 

 

「申告書の作成」 

「申告書の作成」画面に、前年の申告内容が表示されます。 

⑥ 【前年の内容を確認または変更して申請する】
ボタンをタップ 

次ページへ 

前年に「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を申請していない利用者の方は、本画面は表示され

ません。 

次ページから操作の続きを実施してください。 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-46 

 

 

 

 

「申告書の作成（前年の申告内容表示）」 

日本年金機構で管理している情報は 

自動で表示されます。 

前年の申告内容の情報は 

自動で入力されます。 

「？」ボタンをタップすると各入力項目の説

明を参照できます。 

次ページへ 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「提出する申告書の内容確認」画面が表示されます。 

次ページへ 

入力項目に不備がある場合は、画面上部と 

各項目の上部にエラーメッセージを表示します。 

⑧ 必要事項の入力が終わった場合は 
【申告書の内容確認】ボタンをタップ 

前ページの続き 

⑦ 入力内容の確認を行う 
変更がある場合：変更内容を入力する 
変更がない場合：⑧の操作に進む 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

「提出する申告書の内容確認」 

⑨ 提出する申告書の内容を確認し 
【申告書を提出する】ボタンをタップ 

「電子署名の付与」画面が表示されます。 

次ページへ 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-49 

 

 

 

 

 

 

「マイナポータル パスワード入力（電子署名付与）」画面が 
表示されます。 

「電子署名の付与」 

⑩ マイナンバーカードを準備し 
【電子署名を付与する】ボタンをタップ 

次ページへ 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「マイナポータル パスワード入力（電子署名付与）」 

（画面イメージは iphone を使用した場合を例とします） 

⑫ 【次へ】ボタンをタップ 

「マイナポータル マイナンバーカード読み取り（電子署名付与）」 
画面が表示されます。 

次ページへ 

⑪ 署名用電子証明書パスワードを入力 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-51 

 

 

 

 

 

「マイナポータル マイナンバーカード読み取り（電子署名付与）」 

⑬ 画面の指示に従いマイナンバーカードをセットし、 
【読み取り開始】ボタンをタップ 

「提出完了」画面が表示されます。 

次ページへ 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-52 

 

 

 

 

 

 

「提出完了」 

「公的年金等の源泉徴収票」を電子データで
受け取りたい場合は「通知書のペーパーレス
化」のリンクをタップしてください。 
操作方法は 

P.3 章-32 「2.5 通知書のペーパーレス化設定」へ 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

11 章-53 

2.4 届書を電子申請する（年金生活者支援給付金請求書） 

年金生活者支援給付金請求書は、以下の流れで作成できます。 
 

  

「マイナポータル」 

届書を電子申請するためには、マイナポータルから「ねんきんネット」へログインする必要があります。 

マイナポータルから「ねんきんネット」にログインした後、表示される「ねんきんネット」の画面に応じ 

て、以下のマニュアルの確認先のページから操作を開始してください。 

 

項番 マニュアルの確認先 

1 P.11 章-54 「ねんきんネット」（トップページ） 

2 P.11 章-56 「申請する届書を選択する」 

3 P.11 章-57 「年金生活者支援給付金を請求する」 

  



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

11 章-54 

 

 

 

 

「ねんきんネット」 

① 【届書を電子申請する】をタップ 

「届書を電子申請する」画面が表示されます。 

次ページへ 

⇒この画面について詳しく知りたい場合は 

ご利用ガイド 3 章 基本操作・各種設定 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

11 章-55 

 

 

 

 

「届書を電子申請する」 

② 【申請する届書を選択する】ボタン 
をタップ 

「申請する届書を選択する」画面が表示されます。 

次ページへ 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

11 章-56 

 

 

 

 

  

  

「年金生活者支援給付金を請求する」画面が表示されます。 

「申請する届書を選択する」 

次ページへ 

③ 年金生活者給付金請求書の【届書を作成する】
ボタンをタップ 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-57 

 

 

 

 

 

 

  

「年金生活者支援給付金を請求する」 

⑤ 【次へ】ボタンをタップ 

④ 電話番号を入力します。 

次ページへ 

「年金生活者支援給付金を請求する（申請内容確認）」画面が表示されます。 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-58 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「電子署名の付与」画面が表示されます。 

「年金生活者支援給付金を請求する（申請内容確認）」 

⑥ 【電子署名を付与して申請する】ボタン 
をタップ 

表の下にある【申請情報を修正】ボタンをタップ
すると、内容を修正することができます。 

次ページへ 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-59 

 

 

 

 

 

 

  

「マイナポータル パスワード入力（電子署名付与）」
画面が表示されます。 

「電子署名の付与」 

⑦ マイナンバーカードを準備し 
【電子署名を付与する】ボタンをタップ 

次ページへ 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「マイナポータル パスワード入力（電子署名付与）」 

（画面イメージは iphone を使用した場合を例とします） 

⑨ 【次へ】ボタンをタップ 

「マイナポータル マイナンバーカード読み取り（電
子署名付与）」画面が表示されます。 

次ページへ 

⑧ 署名用電子証明書パスワードを入力 



11 章 届書の電子申請 

 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-61 

 

 

 

 

 

「マイナポータル マイナンバーカード読み取り（電子署名付与）」 

⑩ 画面の指示に従いマイナンバーカード 
をセットし、【読み取り開始】ボタンをタップ 

「年金生活者支援給付金を請求する（申請完了）」画面が表
示されます。 

次ページへ 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

11 章-62 

 

 

 

 

 

  

「年金生活者支援給付金を請求する（申請完了）」 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

11 章-63 

2.5 届書を電子申請する（年金受取機関変更届） 

年金受取機関変更届は、以下の流れで作成できます。 
 

 

 

「マイナポータル」 

届書を電子申請するためには、マイナポータルから「ねんきんネット」へログインする必要があります。 

マイナポータルから「ねんきんネット」にログインした後、表示される「ねんきんネット」の画面に応じ 

て、以下のマニュアルの確認先のページから操作を開始してください。 

 

項番 マニュアルの確認先 

1 P.11 章-64 「ねんきんネット」（トップページ） 

2 P.11 章-66 「申請する届書を選択する」 

3 P.11 章-67 「受取金融機関（口座）を変更する（注意事項）」 

4 P.11 章-68 「受取金融機関（口座）を変更する（申請情報の入力再開）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

11 章-64 

 

 

 

 

 

「ねんきんネット」 

① 【届書を電子申請する】をタップ 

「届書を電子申請する」画面が表示されます。 

次ページへ 

⇒この画面について詳しく知りたい場合は 

ご利用ガイド 3 章 基本操作・各種設定 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

11 章-65 

 

 

 

 

「届書を電子申請する」 

② 【申請する届書を選択する】ボタン 
をタップ 

「申請する届書を選択する」画面が表示されます。 

次ページへ 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

11 章-66 

 

 

 

 

  

   

「受取金融機関（口座）を変更する（注意事項）」画面が 
表示されます。 

「申請する届書を選択する」 

次ページへ 

③ 年金受取機関変更届の【届書を作成する】
ボタンをタップ 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

11 章-67 

 

 

 

 

 

 

「受取金融機関（口座）を変更する（注意事項）」 

「受取金融機関（口座）を変更する（事前確認）」画面が表示されます。 

次ページへ 

④ 画面に表示される受取金融機関（口座）を変更する
前の注意事項（電子申請を利用できない方の説明や
受取金融機関の変更に関する注意事項）を確認し、
問題がなければ、【次へ】ボタンをタップ 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

11 章-68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 前回一時保存したデータを読み込んで入力を再
開するか（【はい】ボタン）、新規で作成するか
（【いいえ】ボタン）を選択します。 

② 【次へ】ボタンをタップ 

※以前に「年金受取機関変更届」を作成・一時保存していた場合、 

「受取金融機関（口座）を変更する（申請情報の入力再開）」画面が表示されます。 

【はい】を選択すると、前回の続きから入力を再開することができます。 

「はい」を選択した場合、「受取金融機関（口座）を変更する 
（事前確認）」画面が表示されます。 

次ページへ 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

11 章-69 

 

 

 

 

 

 

 

「受取金融機関（口座）を変更する（事前確認）」 

「受取金融機関（口座）を変更する（基本情報確認・登録）」画面が表示
されます。 

次ページへ 

※回答の途中でメッセージが表示された方は、
メッセージの案内にしたがってください。 

 

⑥ 【次へ】ボタンをタップ 

⑤ 画面に表示される事前確認事項にすべて回答します。 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

11 章-70 

 

 

 

 

 

 

  

「受取金融機関（口座）を変更する（基本情報確認・登録）」 

【？】ボタンをタップすると各入力
項目の説明を参照できます。 

⑦ 電話番号を入力します。 

次ページへ 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

11 章-71 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「受取金融機関（口座）を変更する（口座情報入力）」画面が表示されます。 

次ページへ 

⑩ 【次へ】ボタンをタップ 

⑧ 受取金融機関の変更に関する質問
項目が表示される場合には、回答
します。 

【年金コードの追加入力】ボタンをタッ
プすると、入力欄が表示されます。 

⑨ 年金コードを入力します。 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

1１章-72 

 

 

 

 

 

  

「受取金融機関（口座）を変更する（口座情報入力）」 

【金融機関（ゆうちょ銀行を除く）】を選択した場合 
※【ゆうちょ銀行（郵便局）】を選択した場合は、次々ページから操作を

再開してください。 
 

⑪ 受取機関を選択します。 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

1１章-73 

 

 

 

 

 

⑫ 【金融機関名を検索する】ボタンをタップし、 
金融機関名・支店名の順に選択します。 

⑬ 公金受取口座の各項目を入力する。 

⑭ 【次へ】ボタンをタップ 

「受取金融機関（口座）を変更する（申請内容確認）」画面が表示されます。 

次ページへ 

 

【選択】ボタンをタップ 

※支店名も同様 

【金融機関（ゆうちょ銀行を除く）】を選択した場合 
 

検索キーワードを入力し、
【検索】ボタンをタップ 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

1１章-74 

 

 

 

 

 

 

  

⑮ 各項目に入力します。 

⑯ 【次へ】ボタンをタップ 

【ゆうちょ銀行（郵便局）】を選択した場合 
※【金融機関（ゆうちょ銀行を除く）】を選択した場合、 

次ページから操作を再開してください。 

「受取金融機関（口座）を変更する（申請内容確認）」画面が 
表示されます。 

次ページへ 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

1１章-75 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

「電子署名の付与」画面が表示されます。 

「受取金融機関（口座）を変更する（申請内容確認）」 

⑰ 【電子署名を付与して申請する】ボタンをタップ 

各表の下にあるボタンをタップすると、 
内容を修正することができます。 

次ページへ 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「マイナポータル パスワード入力（電子署名付与）」画面が 
表示されます。 

「電子署名の付与」 

⑱ マイナンバーカードを準備し 
【電子署名を付与する】ボタンをタップ 

次ページへ 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「マイナポータル パスワード入力（電子署名付与）」 

（画面イメージは iphone を使用した場合を例とします） 

⑳ 【次へ】ボタンをタップ 

「マイナポータル マイナンバーカード読み取り（電子署名付与）」 
画面が表示されます。 

次ページへ 

⑲ 署名用電子証明書パスワードを入力 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-78 

 

 

 

 

 

「マイナポータル マイナンバーカード読み取り（電子署名付与）」 

㉑ 画面の指示に従いマイナンバーカードをセットし、 
【読み取り開始】ボタンをタップ 

「受取金融機関（口座）を変更する（申請完了）」画面が表示されます。 

次ページへ 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-79 

 

 

 

  

「受取金融機関（口座）を変更する（申請完了）」 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-80 

2.6 届書を電子申請する（国民年金保険料口座振替納付（変更）申出書、還付金振込方

法（変更）申出書） 

国民年金保険料口座振替納付（変更）申出書、還付金振込方法（変更）申出書は、以下の流れで作成
できます。 

 

 

「マイナポータル」 

届書を電子申請するためには、マイナポータルから「ねんきんネット」へログインする必要があります。 

マイナポータルから「ねんきんネット」にログインした後、表示される「ねんきんネット」の画面に応じ 

て、以下のマニュアルの確認先のページから操作を開始してください。 

 

項番 マニュアルの確認先 

1 P.11 章-81 「ねんきんネット」（トップページ） 

2 P.11 章-83 「申請する届書を選択する」 

3 P.11 章-84 「国民年金保険料の口座振替、還付金振込方法の手続きをする（入力）」 

 

 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-81 

「ねんきんネット」 

 

 

  

⇒この画面について詳しく知りたい場合は 

ご利用ガイド 3 章 基本操作・各種設定 

①【届書を電子申請する】をタップ 

「届書を電子申請する」画面が表示されます。 

次ページへ 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-82 

 

「届書を電子申請する」 

 

 

  

②【申請する届書を選択する】ボタンをタップ 

次ページへ 

「申請する届書を選択する」画面が表示されます。 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-83 

 

「申請する届書を選択する」 

 

 

  

③ 国民年金保険料口座振替納付（変更）申
出書、還付金振込方法（変更）申出書の
【届書を作成する】ボタンをタップ 

「国民年金保険料の口座振替、還付金振込方法の手続きをする（入
力）」画面が表示されます。 
 

次ページへ 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-84 

 

「国民年金保険料の口座振替、還付金振込方法の手続きをする（入力）」 

 

 

 

④ 申請を行う対象を選択 

【注意事項を確認しました】を選択することで、

「申請情報の入力」が表示されます。 

注意事項は以下の内容となります。 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-85 

 

  

日本年金機構で管理している情報は 

自動で表示されます。 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-86 

 

  

⑤ 【申請内容を確認する】ボタンをタップ 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-87 

入力項目に不備がある場合は、画面上部にエラーメッセージを表示します。 

  

 

  

次ページへ 

「国民年金保険料の口座振替、還付金振込方法の手続きをする（申請情
報確認）」画面が表示されます。 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-88 

 

「国民年金保険料の口座振替、還付金振込方法の手続きをする（申請情報確認）」 

 

 

  

⑥-1 提出する申出書の内容を確認し 
【振替口座情報を入力する（外部サイト）】 
ボタンをタップ 

次ページへ 

口座振替 GW サービス及び金融機関の外部サ
イトが表示されます。 
外部サイトで手続き後、引き続き「ねんきん
ネット」での手続きが必要です。 

「国民年金保険料の口座振替、還付金振込方法の手続きをする 
（振替口座情報確認）」画面が表示されます。 

⑥-2 提出する申出書の内容を確認し 
【電子署名を付与して申請する】 
ボタンをタップ 

※それぞれの場合に対応するボタンが表示されます。 

・「国民年金保険料の口座振替、還付金振込 
方法の手続きをする（入力）」画面にて、 
口座振替に関する申請内容を選択した場合 

【振替口座情報を入力する（外部サイト）】ボタン 

 

・上記以外の場合 

【電子署名を付与して申請する】ボタン 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-89 

 

 

「国民年金保険料の口座振替、還付金振込方法の手続きをする（振替口座情報確認）」 

 

 

  

⑦ 提出する申告書の内容を確認し 
【電子署名を付与して申請する】ボタンをタップ 

次ページへ 
「電子署名の付与」画面が表示されます。 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-90 

 

「電子署名の付与」 

 

  

⑧ マイナンバーカードを準備し 
【電子署名を付与する】ボタンをタップ 

「マイナポータル パスワード入力（電子署名付与）」画面が 
表示されます。 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「マイナポータル パスワード入力（電子署名付与）」 

（画面イメージは iphone を使用した場合を例とします） 

⑩ 【次へ】ボタンをタップ 

「マイナポータル マイナンバーカード読み取り（電子署名付与）」 
画面が表示されます。 

次ページへ 

⑨ 署名用電子証明書パスワードを入力 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-92 

 

 

 

 

 

 

 

「マイナポータル マイナンバーカード読み取り（電子署名付与）」 

⑪ 画面の指示に従いマイナンバーカードをセットし、 
【読み取り開始】ボタンをタップ 

「国民年金保険料の口座振替、還付金振込方法の手続きをする（完了）」画
面が表示されます。 

次ページへ 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-93 

 

「国民年金保険料の口座振替、還付金振込方法の手続き」をする（完了） 

 

 

  

来年度以降の保険料額通知書を紙で受け取りたい
場合は、「通知書のペーパーレス化」のリンクを
タップしてください。 
操作方法は 
 

P.3 章-32 「2.5 通知書のペーパーレス化」へ 

※「保険料額通知書」は、年度の初めにその年度
の口座振替の金額をお知らせする場合や年度の途
中で金額が変わった場合などに、その振替予定日
や振替金額などをお知らせする書類です。 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-94 

2.7 届書を電子申請する（国民年金保険料口座振替辞退申出書） 

国民年金保険料口座振替辞退申出書は、以下の流れで作成できます。 

 

 

「マイナポータル」 

届書を電子申請するためには、マイナポータルから「ねんきんネット」へログインする必要があります。 

マイナポータルから「ねんきんネット」にログインした後、表示される「ねんきんネット」の画面に応じ 

て、以下のマニュアルの確認先のページから操作を開始してください。 

 

項番 マニュアルの確認先 

1 P.11 章-95 「ねんきんネット」（トップページ） 

2 P.11 章-97 「申請する届書を選択する」 

3 P.11 章-98 「国民年金保険料口座振替辞退申出書の手続きをする（入力）」 

 

 

  



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-95 

「ねんきんネット」 

 

  

① 【届書を電子申請する】をタップ 

「届書を電子申請する」画面が表示されます。 

次ページへ 

⇒この画面について詳しく知りたい場合は 

ご利用ガイド 3 章 基本操作・各種設定 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-96 

 

「届書を電子申請する」 

 

  

② 【申請する届書を選択する】ボタンをタップ 

「申請する届書を選択する」画面が表示されます。 

次ページへ 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-97 

 

「申請する届書を選択する」 

 

  

③ 国民年金保険料口座振替辞退申出書の 
【届書を作成する】ボタンをタップ 

次ページへ 

「国民年金保険料の口座振替の辞退の手続きをする（入力）」画面が表
示されます。 
 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-98 

 

「国民年金保険料の口座振替の辞退の手続きをする（入力）」 

 

 

日本年金機構で管理している情報は 

自動で表示されます。 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-99 

 

 

入力項目に不備がある場合は、画面上部にエラーメッセージを表示します。 

  

  

④ 【申請内容を確認する】ボタンをタップ 

次ページへ 

「国民年金保険料の口座振替の辞退の手続きをする（確認）」画面が表示
されます。 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-100 

 

「国民年金保険料の口座振替の辞退の手続きをする（確認）」 

 

  

⑤ 提出する申出書の内容を確認し 
【電子署名を付与して申請する】 
ボタンをタップ 

「電子署名の付与」画面が表示されます。 

次ページへ 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-101 

 

「電子署名の付与」 

 

  

⑥ マイナンバーカードを準備し 
【電子署名を付与する】ボタンをタップ 

「マイナポータル パスワード入力（電子署名付与）」画面が 
表示されます。 

次ページへ 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「マイナポータル パスワード入力（電子署名付与）」 

（画面イメージは iphone を使用した場合を例とします） 

⑧ 【次へ】ボタンをタップ 

「マイナポータル マイナンバーカード読み取り（電子署名付与）」 
画面が表示されます。 

次ページへ 

⑦ 署名用電子証明書パスワードを入力 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-103 

 

 

 

 

 

  

「マイナポータル マイナンバーカード読み取り（電子署名付与）」 

⑨ 画面の指示に従いマイナンバーカードをセットし、 
【読み取り開始】ボタンをタップ 

「国民年金保険料の口座振替の辞退の手続きをする（完了）」画面が表示さ
れます。 

次ページへ 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-104 

 

「国民年金保険料の口座振替の辞退の手続きをする（完了）」 

 

  



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-105 

2.8 電子申請済みの届書を確認する 

届書の種類にかかわらず、以下の流れで確認できます。 
※ 以下の届書は確認することができません。 

・国民年金保険料口座振替納付（変更）申出書、還付金振込方法（変更）申出書 
・国民年金保険料口座振替辞退申出書 

 

申請済みの届書を確認するためには、マイナポータルから「ねんきんネット」へログインする必要があり 

ます。 

マイナポータルから「ねんきんネット」にログインした後、表示される「ねんきんネット」の画面に応じ 

て、以下のマニュアルの確認先のページから操作を開始してください。 

 

項番 マニュアルの確認先 

1 P.11 章-106 「ねんきんネット」（トップページ） 

2 P.11 章-108 「申請済みの届書を確認する」 

 

 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-106 

 

 

 

 

「ねんきんネット」 

① 【届書を電子申請する】をタップ 

「届書を電子申請する」画面が表示されます。 

次ページへ 

⇒この画面について詳しく知りたい場合は 

ご利用ガイド 3 章 基本操作・各種設定 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-107 

 

 

 

 

「届書を電子申請する」 

② 【確認する】ボタンをタップ 

「申請済みの届書を確認する」画面が表示されます。 

次ページへ 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-108 

 

 

 

 

 

「申請済みの届書を確認する」 

次ページへ 

③ 内容を確認したい届書の 
【照会】ボタンをタップ 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-109 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の場合 

修正して再申請を実施する場合は【申告内容を修正
し再提出する】ボタンをタップしてください。 

P.11 章-46 「申告書の作成（前年の申告内容表示）」へ 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-110 

 

 

「老齢年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付）」の場合

 

 

  

P.11 章-9 「老齢年金を請求する（基本情報確認・登録）」へ 

修正して再申請を実施する場合は【申告内容を修
正し再申請する】ボタンをタップしてください。 

※「再申請が必要です」と返戻した場合のみ表示
されます。 



11 章 届書の電子申請 

「ねんきんネット」ご利用ガイド＜スマートフォン版＞ 

 

 

 11 章-111 

 

 

 

 

 

「年金受取機関変更届」の場合 

 

申請に誤りがあり、新規で申請する場合は、 
【新規作成する】ボタンをタップしてください。 

修正して再申請を実施する場合は【申告内容を修正
し再申請する】ボタンをタップしてください。 
 

※「再申請が必要です」と返戻した場合のみ表示
されます。 

P.11 章-69 「受取金融機関（口座）を変更する（事前確認）」へ 

P.11 章-67 「受取金融機関（口座）を変更する（注意事項）」へ 


